
　　　　

令和 ７ 年 2 月 1 日

平　日 10 時 00 分から 19 時 00 分まで

学休日 9 時 00 分から 18 時 00 分まで

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

事業所理念

「みんなちがって、みんないい」
○子供たちの最善の利益を大切にし、一人ひとりの個性を尊重します。
○子供、保護者、支援者の笑顔を大切にした運営に努めます。
○地域の社会資源として開かれた場の提供に努めます。

事業所名 放課後等デイサービス　はぐゆい 作成日支援プログラム

・小集団での遊びやゲームを通じて人との関わり方や接し方を学ぶ機会の提供
・自己理解、他者理解への支援（SST、社会体験の提供）
・社会体験や地域交流の場の提供（公共の施設に出かける、公共交通手段を使って外出をする等）

支援方針

○一人一人が力を高め、社会の中で主体的に生きていけるよう社会生活力を育みます。
○遊びや体験の中で心と体を動かし、様々な力を身に付けて行けるようにします。
○成長していく様子や支援目標の共有に努め、話しやすい施設を心掛けます。

送迎実施の有無 あり営業時間

支　援　内　容

主な行事等

・季節の行事や製作活動（お花見、鯉のぼり、梅雨の製作、水遊び、運動会、ハロウィン、クリスマス、初詣、書初め、豆まき、ひな祭り）
・学休日における外出、施設を利用した体験（水族館、科学館、公営プール、体育館、大型公園等の利用）
・季節の野菜や花を育てる菜園活動と季節にちなんだクッキング

家族支援

・ご家族へ施設での様子を写真を用いて詳細にお伝えし、ご家族からはご家
庭での様子等を聞き取るなど情報を共有
・子育て、関わり方などへの相談や助言
・講演会等の情報提供
・家族参加型のプログラムの実施

移行支援

・具体的な移行先との調整、相談援助、連携
・地域交流の機会を提供することで、集団への参加、適応する力にア
プローチ

地域支援・地域連携
・相談支援事業所や障害福祉サービス事業所との連携
・学校や併用利用先との情報共有 職員の質の向上

・毎月、療育会議、職員会議、プログラム会議の実施
・職員の各種勉強会や研修への参加、資格取得の奨励

・健康的な生活リズムを身に着ける日常生活動作の獲得（排泄、食事、身だしなみ）
・健康維持に必要な基本的動作の習得（手洗い、うがい）
・心身の状態把握（日々の観察、検温、保護者との情報共有等）
・危険認知スキルの向上（映像・類似体験・SST）
・食育（菜園体験、クッキング）

・粗大運動（体を使う遊びの提供：サーキット、トランポリン、ボール遊び、かくれんぼ、鬼ごっこ、ダンス、散歩等）
・微細運動（製作活動：ハサミやのり、筆を使う等　　クッキング：調理道具を使う動作の習得）
・感覚刺激（粘土、スライムなどの感触遊び）

本
人
支
援

・小集団での活動や遊びのなかで、適切な行動を習得する機会の提供
・自己肯定感が育つ関わり
・こだわり、苦手な食べ物などへのアプローチ
・空間・時間・数の概念など認知発達を促す環境設定（スケジュールや時間の視覚化）

・人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得（あいさつ、場面に合った言葉の使い方）
・コミュニケーション手段の活用にむけての支援（活動、遊びの場面で気づく、考えて行動する）
・絵本やカードを使って語彙を増やす機会の提供
・読み、書きに対する学習支援


